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令和 5年度における主ないじめ防止等対策事業 

 

当初予算額：1,696,135千円（前年度比 47,163千円増） 

 

1. いじめ防止等対策の総合的推進                   6,749 千円 

社会全体で子どもたちをいじめから守るという意識の醸成を図るため、専用ポータル

サイトを活用した情報発信や、地下鉄広告の掲出、リーフレットの作成・配布等により、

広く市民に向けて広報啓発を行う。 

 

2. いじめ等相談支援室 Ｓ－ＫＥＴ運営                11,825千円 

法律や心理など専門的な知見を有する第三者を中心とした相談窓口「いじめ等相談支

援室Ｓ－ＫＥＴ」を運営し、いじめに悩む児童生徒や保護者への相談支援を実施する。ま

た、児童生徒向けチラシの作成・配布などにより、相談窓口の周知を図る。 

 

3. 中学校等へのいじめ対策専任教諭の配置              561,000 千円 

すべての中学校等へいじめ対策専任教諭を配置し、いじめの未然防止・早期発見・早期

対応を図るための対策を実施するとともに、事案発生時においては、担任の支援等中核的

な役割を担う。※すべて人件費 

 

4. 小学校への児童支援教諭の配置                  638,815 千円 

いじめ・不登校及び発達障害等の課題に対応するため、コーディネーターとしての役割

を発揮し、指導の中核となる教員として、児童支援教諭を 114 校へ配置する。※すべて

人件費 

 

5. いじめ対策支援員の配置                      64,428 千円 

いじめ事案の課題を抱える小学校に対して、退職警察官や退職教員によるいじめ対策

支援員を一定期間配置し、校内の巡回・指導を行う。※すべて人件費 

 

6. スクールカウンセラーの配置                   280,930 千円 

全市立学校に週１回、臨床心理士などの専門知識や技能を有する人材をスクールカウ

ンセラーとして配置し、児童生徒及び保護者へのカウンセリングや教員への助言等によ

り心の問題の解決を図る。また、教育委員会事務局にスクールカウンセラーを配置し、専

門性に応じた学校支援を行う。※うち人件費 280,619千円 

 

7. スクールソーシャルワーカーの配置                 49,239 千円 

20の拠点校に週１回、社会福祉上の諸課題に対して専門的な助言指導のできるスクール

ソーシャルワーカーを配置する。また、引き続き、各学校からの要請により、教育委員会

事務局配置のスクールソーシャルワーカーを派遣し、適切な支援を行う。※うち人件費

48,569千円 

 

8. スクールロイヤーによる学校支援                                    2,000 千円 

 児童生徒を取り巻く問題に対する学校対応事案について、弁護士による法的な観点から

相談・支援を行い、的確に対応できる体制を構築するとともに、いじめ事案への対応やい

じめ防止対策の充実に向け、弁護士の知見を得る。 
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9. いじめ防止「きずな」キャンペーン                 4,411 千円 

いじめ防止のためのキャンペーンを実施するとともに、各学校での児童生徒による自

主的な取組み「いじめ防止きずなアクション」を実施し、いじめの未然防止を推進する。 

 

10. いじめ防止「学校・家庭・地域連携シート」の作成          1,260 千円 

いじめの理解促進、早期発見・早期対応のための家庭でのチェック項目や相談窓口の

一覧等を掲示したリーフレットを作成し、市立学校の全児童生徒の家庭に配布する。 

 

11. 仙台市いじめＳＮＳ相談・24時間いじめ相談専用電話        13,835千円 

ＳＮＳを活用した相談や 24 時間対応可能ないじめ相談専用電話を設置し、児童生徒

への相談支援を実施する。 

 

12. 命を大切にする教育の推進                      192千円 

「命と絆プログラム」による全市立学校での授業実践や、外部講師を招いての研修会

の実施などの取組みにより、命の大切さや尊さを理解するとともに、温かい人間関係を

築く力を育む「命を大切にする教育」を推進する。 

 

13. 仙台まもらいだーインターネット巡視               5,273 千円 

児童生徒の誹謗中傷や個人情報の流出等、インターネットに関わる問題を早期に発見

して学校に情報を提供するほか、削除依頼や学校での指導に係る技術的な助言等を行う。

※うち人件費 5,062千円 

 

14. さわやか相談員の配置                      41,259千円 

児童生徒にとって身近な相談相手となり、心のよりどころとなるさわやか相談員を

130 校に配置する。 

 

15. 情報モラル教育推進                        1,365 千円 

情報化が急激に進展する社会情勢において、児童生徒が自ら判断して行動できる資質・

能力の育成を図るため、情報モラル教育実践ガイドやリーフレットを活用するなど学校

と家庭が連携し、効果的な情報モラル教育を推進する。  

 

16. 学級生活等のアンケート調査                   13,209 千円 

全市立中学生を対象に、よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケートを実施す

ることにより、生徒一人ひとりの状況や学級集団の状態を把握し、学級経営に生かす。 

 

17. いじめ防止対策研修                         345 千円 

教職員のいじめ問題への対応力向上のため、子どもの置かれている環境への理解や事

例研究に関する研修を行い、いじめ防止体制の充実を図る。 

 

※1、2 はこども若者局、3～17 は教育局所管事業 


